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～制度が変わるとあなたの資産がこう変わる！
事例をもとにポイントと注意点をお伝えします～



Ⅰ．過去6年の税制改正振りかえり

ここ6年で税制も大きく変わっています！！

※税制改正のうち、不動産税制、相続対策に関連する項目を抽出しました。

税目 2020 2021 2022 2023 2024 2025

所得税

低未利用地譲渡100万控除

国外中古建物損益通算廃止

未婚ひとり親寡婦控除創設

買換え特例２年延長

確定申告期限延長

住宅ローン控除制度13年へ

退職所得課税の適正化

住宅ローン控除4年延長・

最大13年控除率0.7％

所有不明土地譲渡軽減税率

買換え特例２年延長

バリアフリー耐震税額控除

空家3000万円控除の要件緩和

事業用資産の買換え特例の延

長

極めて高い所得水準の適正化

NISA関連の要件拡大

住宅ローン控除子育て延長

譲渡損失・繰越控除延長

買換え特例２年延長

特定親族特別控除創設

　所得控除額引上げ（基礎

控除10万円引き上げ）

　扶養親族所得58万円引上

　給与所得控除65万円引上

　子育て支援優遇措置創設

消費税 居住用建物の還付見直し インボイス制度の導入 インボイス適用者30％課税

相続税

贈与税

所有者不明土地課税強化

5千万超海外資産調書義務

教育資金･結婚子育て延長

住宅取得資金贈与40㎡以上

教育資金･結婚子育て見直し

非居住者課税の緩和

押印義務の見直し

住宅取得資金贈与縮小･延長

贈与税110万円一般贈与廃止

議論は持ち越し

相続税｢生前贈与加算｣

相続開始3年前⇒7年前

相続時精算課税制度について

1暦年110万円基礎控除創設

分譲マンション評価見直し

住宅取得資金贈与延長 結婚子育て資金贈与延長

流通税

登録免許税

不動産取得税

固定資産税

印紙税等の延長

固定資産税等の税額据置

登録免許税

不動産取得税

固定資産税

印紙税等の延長

登録免許税

土地売買15/1000の3年延長

不動産取得税

買取再販買換え特例2年延長

登録免許税

不動産取得税

固定資産税

印紙税等の延長

法人税
交際費損金不算入2年延長

少額減価償却資産2年延長

中小企業軽減税率2年延長

給与引上･設備投資税額控除

交際費損金不算入2年延長

少額減価償却資産2年延長

中小企業軽減税率2年延長

電子帳簿保存法の見直し

交際費損金不算入2年延長

少額減価償却資産2年延長

中小企業軽減税率2年延長

ただし所得10億円超の税率

15％　→　17％

主な

ニュース
新型コロナウイルス蔓延 東京オリンピック開催 ロシア軍ウクライナ侵攻 イスラエル軍ガザ侵攻 トランプ大統領再選 大阪万博
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【資産課税・消費税】

・相続税：貸付用不動産の評価：相続開始前5年以内は時価の80％

相続税：不動産特定事業契約、信託受益権等：そのまま時価評価

・所得税：特定居住用財産の買換え・交換特例の2年延長

・所得税：特定居住用財産の譲渡損失損益通算・繰越の2年延長

【所得税】

・極めて高い水準の所得に対する負担の適正化(令和9年分以降から適用) 

・青色申告所得控除75万円・1000万円以上所得者の10万円控除除外

・中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 30万円→40万円へ

【消費税】

・インボイス制度適用者の消費税30％納税特例創設

【その他課税】

・登録免許税：住宅用家屋の保存登記・移転登記・抵当権設定登記・特定

認定長期優良住宅・共同住宅・認定低炭素住宅軽減措置の３年延長

・不動産取得税：宅地取得1/2特例・住宅、土地の3％税率特例・土地取得

から住宅新築までの期間2年→3年の特例の3年延長・新築認定長期優良

住宅控除1200万→1300万円の特例の2年延長

・印紙税：不動産の譲渡契約書等にかかる税率の特例措置の3年延長

・固定資産税：新築住宅1/2特例・新築認定長期優良住宅1/2減額2年延長

Ⅱ.「令和8年度税制改正」の概要と不動産主要項目
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Ⅱ．令和8年税制改正：所得税・住民税の改正

4税理士法人スマートシンク

所得税・住民税

【 課税強化】

55万円の青色申告特別控除について、財務諸表をe-Taxを用いて期限内提出することを要件に加えたうえで控除額が65万円に引き上げられます。
65万円の青色申告特別控除について、その年分の仕訳帳及び総勘定元帳を、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていること等を要件に
加えたうえで、控除額が75万円に引き上げられます。10万円の青色申告特別控除について、前々年の当該所得にかかる収入金額が1,000万円を
超えるものは対象者から除外されます。

緩和

（4）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等

適用期間が2年間延長され、期限が令和９年12月31日入居までになります。

（5）特定居住用財産の買換え等の長期譲渡の課税の特例

 一定の要件を加えたうえで、適用期限が２年間延長され、期限が令和9年12月31日までになります 。

（6）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等

（7）極めて高い水準の所得に対する負担の適正化(令和9年分以降から適用)

その年の基準所得金額から1億6,500 万円(現行3億3,000万円)を控除した金額に30％(現行22.5％)の税率を乗じた金額が、その年の基準所得
税額を超える場合には、その超える金額についても、所得税が課税されます。

（8）青色申告所得控除(令和9年分以降から適用)

（9）中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

対象の減価償却資産の取得価額が10万円引き上がり40万円未満となります。法人税についても同様です。
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生前にやっておくべき相続対策は４つ

上記の4つの対策をすべて行わないと、相続対策としては不十分です。

分割
遺産をどう分けるか？

納税資金
納税用の資金を
どう準備するか

相続対策
相続税をいかに
少なくするか？

老後の生活
安心して長生き出来る

環境を作るには

相続対策

Ⅲ．相続対策の進め方：何からはじめるべきか？
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①相続対策はまず『分割』から



１億円の現金

土地購入

約8,000万円に減額！

実勢価格の
80%程度

［相続税評価額は？］

１億円の現金

建物建築

約5,000万円～7,000万円に減額！

建築費用の
50%～70%程度

＜路線価＞

＜固定資産税評価額＞

◎資産圧縮効果を最大限活用する

相続税対策の変わらぬ王道！

１.

⑤不動産の評価

Ⅳ．家族を守る相続対策
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時価と
評価額
の差が
大きい
土地・
建物は
不利に

・建物・土地

計200

時価 アパート・マンション相続税評価額

現
金
・
預
金

・土地
100

・建物
100

・建物 約60

・土地 約80

(相続税評価額は公示
価格の80%になる)

・建物 約42

・土地 約63

60×0.7

80×
(1-0.7×0.3)

200

・建物・土地

計160

・建物・土地

計140

・建物・土地

計105
条件
借地権 70%
借家権 30%

現金・預金の不動産化で評価減（２０２７年１月１日相続発生）

相続税評価額
（取得後５年間）

・建物 約80

・土地 約80

改正により
時価の

８０％へ

半減！

20％減！

Ⅴ．相続対策の進め方 ～令和8年税制改正～

固定資産税評価額
×1.0

固定資産税評価額は
建築費の約50～60%
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時価 相続税評価額＝ずっと時価

現
金
・
預
金

・土地
100

・建物
100

・建物 100

・土地 約100

（時価評価額）

(時価評価額)

200
・建物・土地

計200
・建物・土地

計200

現金・預金の不動産化で評価減（2027年1月1日相続発生より）

評価減
メリット
なし！！

不動産特定共同事業契約・信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定の貸付不動産
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令和4年
2022.1.1

令和5年
2023.1.1

令和3年
2021.1.1

2026.1
現在

令和6年
2024.1.1

令和7年
2025.1.1

令和8年
2026.1.1

令和9年
2027.1.1

令和8年
2026中旬？

通達改正日までに、同日の５年前から所有している土地に新築した
家屋（建築中も含む）は対象外

この期間内に新築

この期間内に建築中

Ⅴ．相続対策の進め方 ～令和8年税制改正～

②相続税評価額の改正 いつから？

令和９年１月１日から遡及して５年以内の賃貸用不動産は８０％評価

５年超所有
土地上の建物
は今まで

通り評価減対象！
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貸付事業用宅地等の範囲

賃貸住宅取得又は建築

死 亡相続開始前３年以内

賃貸住宅取得又は建築

小規模宅地等の
50%減額
適用なし

小規模宅地等の
50%減額
適用あり

※相続開始前3年を超えて

事業的規模で貸付事業を継続

※事業的規模は5棟10室で判定。
※上記の改正は、平成30年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税から適用する。

ただし、平成30年3月31日以前から貸付事業の用に供されていてる宅地等については、適用しない。

②賃貸住宅取得又は建築

小規模宅地等の
50%減額
①適用あり
②適用なし

①賃貸住宅取得又は建築

賃貸住宅取得又は建築

※相続開始前3年を超えて

事業的規模に満たない規模で貸付事業を継続

要件満たせば

５年間の８０％
評価期間も
適用可能？
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③小規模宅地等の評価減は適用可能か？



土地売却せずに、

老後資金の確保相続対策を実現した事例

負動産を残されると、子供たちが大変！

①修繕費が嵩み、収益性が低い

②将来の相続税がかかることの不安

③年金以外の老後資金を確保したい

④自宅が古く、大きすぎて使い勝手が悪い

⑤長男世帯との同居

Ⅵ．アパート経営の魅力を再確認する
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ご家族の構成

ご相談者 妻

長男 次男       

使わなくなった土地を

どのようにするべきか？

今まで生活をしていたが、家の維持も大
変になり、自分自身の年齢も高くなって
きて、生活を介助する施設に移る住むこ
とがよいと考えるようになった。

このまま空家だと不用心。そのままにす
るのは、場所が良いのでもったいない。

自身の生活資金と次世代の相続税納税資
金確保と土地活用による、相続税節税を
検討。

ご相談内容

事例 ご相談の内容《事例１》ご相談の内容
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施工床面積 約923.33㎡

総事業費 449,820,000円

建設資金借入金
（自己資金 149,820千円）

300,000,000円

借入条件 30年返済、固定金利2.0％他

毎月返済額 1,106千円/月

住戸プランと戸数 店舗：３戸１ＬＤＫ：２戸２ＬＤＫ：７戸

保証賃料 店舗：３戸 １ＬＤＫ：２戸２ＬＤＫ：７戸

2,627千円/月

不動産収入合計 2,627千円/月

《事例１》ご提案建物の概要

店舗×３戸
１ＬＤＫ ×２戸
２ＬＤＫ ×７戸
4階建て・９世帯
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• 所得税・住民税税引き前収益で比較します。

• 管理会社による30年一括借上げ・90％家賃保証実施時

(単位：千円）

《事例１》賃貸住宅の収益

項目 賃貸住宅

年間収入(A) 31,524

土地租税 564

建物租税 1,152

固定資産税等合計額(B) 1,716

ローン返済金(C) 13,272

管理費その他（D) 5,558

経常支出 (E) = (B)+(C)+(D) 20,546

所得税等税引き前収益 (A)-(E) 10,978
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項目 計画前 計画実施後

土地（自宅） 17,057 17,057

土地（自宅横ビル） 13,475 13,475

土地（空き家→賃貸住宅） 193,486 152,854

建物（自宅） 3,000 3,000

建物（自宅横ビル） 14,000 14,000

空き家 賃貸住宅建物                          157,437

その他財産 184,000 54,000

小規模宅地の評価減 ▲18,953 ▲41,870

負債 0 ▲300,000

財産総額 406,065 69,953

• 計画前と計画後で次のような差が生じます。

◆事例における相続税節税効果－財産評価－

税理士法人スマートシンク 15

改正適用前(令和8年以前、または5年以上保有相続発生)



財産
406,065千円

土地
建物
預貯金
有価証券
みなし相続財産
３年以内の贈与財産
精算課税贈与財産
etc…

債務 3,000千円
借入金
葬式費用 etc…

基礎控除額

30,000千円
＋6,000千円×３人

＝ 48,000千円

課税遺産額

355,065千円

177,532.5千円 ×40% － 17,000千円 ＝54,013千円

88,766千円 ×30% － 7,000千円 ＝19,629.8千円

88,766.千円 ×30% － 7,000千円 ＝19,629.8千円

相続税の総額 93,272.6千円

法定相続人の取得金額 税率 控除額
～　1,000万円以下 10% －
～　3,000万円以下 15% 50万円
～　5,000万円以下 20% 200万円

～　１億円以下 30% 700万円
～　２億円以下 40% 1,700万円
～　３億円以下 45% 2,700万円
～　６億円以下 50% 4,200万円

         ６億円超　～ 55% 7,200万円

【相続税の速算表】

《ステップ①》課税遺産額を求める。

《ステップ②》
課税遺産額を法定相続分で按分して相続したもの

と仮定して、各人の相続税額を算出する。

《ステップ③》相続税の総額を求める。

1
2

1
4

1
4

【相続税の計算】具体例

相続税の計算イメージ
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財産
369,953千円

土地
建物 賃貸住宅
預貯金
有価証券
みなし相続財産
３年以内の贈与財産
精算課税贈与財産
etc…

債務 3,000千円
借入金

300,000千円
葬式費用 etc…

基礎控除額

30,000千円
＋6,000千円×３人

＝ 48,000千円

課税遺産額

18,953千円

9,476千円 ×10% ＝947.6千円

4,738千円 ×10% ＝473.8千円

4,738千円 ×10%               ＝473.8千円

相続税の総額 1,895.2千円

1
2

1
4

1
4

【相続税の計算】具体例

相続税の計算イメージ 【相続税の速算表】 法定相続人の取得金額 税率 控除額
～　1,000万円以下 10% －
～　3,000万円以下 15% 50万円
～　5,000万円以下 20% 200万円

～　１億円以下 30% 700万円
～　２億円以下 40% 1,700万円
～　３億円以下 45% 2,700万円
～　６億円以下 50% 4,200万円

         ６億円超　～ 55% 7,200万円

《ステップ①》 課税遺産額を求める。

《ステップ②》
課税遺産額を法定相続分で按分して相続したもの

と仮定して、各人の相続税額を算出する。

《ステップ③》相続税の総額を求める。

税理士法人スマートシンク 17

借入金は
300,000千円
まで減少
と仮定



• 事業収益（年間）

• 相続税額比較（一次・二次）

（計画実行前）   

相続税総額（推定額） 93,272.6千円

（計画実行後）

相続税総額（推定額） 1,895.2千円

差引 91,377.4千円

項 目 価額（千円）

賃貸収入 0

固定資産税等 277

年間収益 -277

項 目 価額（千円）

家賃収入 31,524

固定資産税等 1,716

その他経費 5,558

ローン返済 13,272

収益が増加して
老後の生活も安心！
こんないい事はない
ですね！

【事例１】相続税対策をすべきか？やめるべきか？

年間収益 10,978

税理士法人スマートシンク 18

改正適用前(令和8年以前、または5年以上保有相続発生)



項目 計画前 計画実施後

土地（自宅） 17,057 17,057

土地（自宅横ビル） 13,475 13,475

土地（空き家→賃貸住宅） 193,486 152,854

建物（自宅） 3,000 3,000

建物（自宅横ビル） 14,000 14,000

空き家 賃貸住宅建物                          359,856

その他財産 184,000 54,000

小規模宅地の評価減 ▲18,953 ▲18,953

負債 0 ▲300,000

財産総額 406,065 275,289

• 計画前と計画後で次のような差が生じます。

◆事例における相続税節税効果－財産評価－

税理士法人スマートシンク 19

改正適用後(令和9年以降、5年以内相続発生)でも

老後資金の確保相続対策を実現できる！



財産
595,289千円

土地
建物 賃貸住宅
預貯金
有価証券
みなし相続財産
３年以内の贈与財産
精算課税贈与財産
etc…

債務 3,000千円
借入金

300,000千円
葬式費用 etc…

基礎控除額

30,000千円
＋6,000千円×３人

＝ 48,000千円

課税遺産額

244,289千円

122,144千円 ×40% － １7,000千円 ＝ 31,857.6千円

61,072千円 ×30% － 700千円 ＝11,321.6千円

61,072千円 ×30% － 700千円 ＝11,321.6千円

相続税の総額 54,500.8千円

1
2

1
4

1
4

【相続税の計算】具体例

相続税の計算イメージ 【相続税の速算表】 法定相続人の取得金額 税率 控除額
～　1,000万円以下 10% －
～　3,000万円以下 15% 50万円
～　5,000万円以下 20% 200万円

～　１億円以下 30% 700万円
～　２億円以下 40% 1,700万円
～　３億円以下 45% 2,700万円
～　６億円以下 50% 4,200万円

         ６億円超　～ 55% 7,200万円

《ステップ①》 課税遺産額を求める。

《ステップ②》
課税遺産額を法定相続分で按分して相続したもの

と仮定して、各人の相続税額を算出する。

《ステップ③》相続税の総額を求める。

税理士法人スマートシンク 20

借入金は
300,000千円
まで減少
と仮定



• 事業収益（年間）

• 相続税額比較（一次・二次）

（計画実行前）   

相続税総額（推定額） 93,272.6千円

（計画実行後）

相続税総額（推定額） 54,500.8千円

差引 38,771.8千円

項 目 価額（千円）

賃貸収入 0

固定資産税等 277

年間収益 -277

項 目 価額（千円）

家賃収入 31,524

固定資産税等 1,716

その他経費 5,558

ローン返済 13,272

収益が増加して
老後の生活も安心！
こんないい事はない
ですね！

【事例１】相続税対策をすべきか？やめるべきか？

年間収益 10,978

税理士法人スマートシンク 21

改正適用後(令和9年以降、5年以内相続発生)でも

老後資金の確保相続対策を実現できる！



ご家族の構成

ご相談者 妻

長男 長女       

(1)自宅の建っている土地。

駐車場部分が広く、勿体ない。

隣に賃貸保有で満室だった為、

空地を使って２棟目を考えていた。

土地活用による相続税節税を検討。

(2)大規模な計画は考えていない。

あまり大きな計画ではなく、相続税を
少しでも圧縮できる手段はあるか？

ご相談内容

事例 ご相談の内容
《事例２》ご相談の内容

税理士法人スマートシンク 22



施工床面積 約304.76㎡(92.3坪）

総事業費 168,510,000円

建設資金借入金
（自己資金 68,510千円）

100,000,000円

借入条件 35年返済、固定金利2.0％

毎月返済額 530千円/月

住戸プランと戸数 1K:2戸･1LDK:2戸･2LDK:2戸 （計6戸）

保証賃料 （1K:2戸･1LDK:2戸･2LDK2戸  829千円/月）
829千円/月

不動産収入合計 829千円/月

1Ｋ×2戸
1LDK×2戸
2LDK×2戸

3階建て・6世帯

《事例２》ご提案建物の概要

税理士法人スマートシンク 23



• 所得税・住民税税引き前収益で比較します。

• 管理会社による30年一括借上げ・90％家賃保証実施時

(単位：千円）

項目 賃貸住宅

年間収入(A) 10,584

土地租税 188

建物租税 373

固定資産税等合計額(B) 561

ローン返済金(C) 6,360

管理費その他（D) 1,292

経常支出 (E) = (B)+(C)+(D) 8,213

所得税等税引き前収益 (A)-(E) 2,371

《事例2》賃貸住宅の収益

税理士法人スマートシンク 24



• 計画前と計画後で次のような差が生じます。

項目 計画前 計画実施後

土地（自宅） 62,060 62,060

土地（所有賃貸住宅） 62,230 62,230

土地（駐車場→賃貸住宅） 62,060 49,027

建物（自宅） 7,000 7,000

建物（所有賃貸住宅） 11,200 11,200

駐車場 賃貸住宅建物                          58,982

その他財産 148,000 88,000

小規模宅地の評価減 ▲49,650 ▲65,840

負債 0 ▲100,000

財産総額 302,900 172,659

◆事例における相続税節税効果－財産評価－

税理士法人スマートシンク 25

改正適用前(令和8年以前、または5年以上保有相続発生)



財産
302,900千円

土地
建物
預貯金
有価証券
みなし相続財産
３年以内の贈与財産
精算課税贈与財産
etc…

債務 3,000千円
借入金 なし
葬式費用 etc…

基礎控除額

30,000千円
＋6,000千円×３人

＝ 48,000千円

課税遺産額

251,900千円

125,950千円 ×40% － 17,000千円 ＝33,380千円

62，975千円 ×30% － 7,000千円 ＝11,892.5千円

62，975千円 ×30% － 7,000千円 ＝11,892.5千円

相続税の総額 57,165千円

法定相続人の取得金額 税率 控除額
～　1,000万円以下 10% －
～　3,000万円以下 15% 50万円
～　5,000万円以下 20% 200万円

～　１億円以下 30% 700万円
～　２億円以下 40% 1,700万円
～　３億円以下 45% 2,700万円
～　６億円以下 50% 4,200万円

         ６億円超　～ 55% 7,200万円

【相続税の速算表】

《ステップ①》課税遺産額を求める。

《ステップ②》
課税遺産額を法定相続分で按分して相続したもの

と仮定して、各人の相続税額を算出する。

《ステップ③》相続税の総額を求める。

1
2

1
4

1
4

【相続税の計算】具体例

相続税の計算イメージ
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財産
272,659千円

土地
建物 賃貸住宅
預貯金
有価証券
みなし相続財産
３年以内の贈与財産
精算課税贈与財産
etc…

債務 3,000千円
借入金

100,000千円
葬式費用 etc…

基礎控除額

30,000千円
＋6,000千円×３人

＝ 48,000千円

課税遺産額

121,659千円

60,829千円 ×30% － 7,000千円 ＝1１,248.7千円

30,414千円 ×20% － 2,000千円 ＝ 4,082.8千円

30,414千円 ×20% － 2,000千円 ＝ 4,082.8千円

相続税の総額 19,414.3千円

1
2

1
4

1
4

【相続税の計算】具体例

相続税の計算イメージ 【相続税の速算表】 法定相続人の取得金額 税率 控除額
～　1,000万円以下 10% －
～　3,000万円以下 15% 50万円
～　5,000万円以下 20% 200万円

～　１億円以下 30% 700万円
～　２億円以下 40% 1,700万円
～　３億円以下 45% 2,700万円
～　６億円以下 50% 4,200万円

         ６億円超　～ 55% 7,200万円

《ステップ①》 課税遺産額を求める。

《ステップ②》
課税遺産額を法定相続分で按分して相続したもの

と仮定して、各人の相続税額を算出する。

《ステップ③》相続税の総額を求める。
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• 事業収益（年間）

• 相続税額比較（一次・二次）

（計画実行前）   

相続税総額（推定額） 57,165千円

（計画実行後）

相続税総額（推定額） 19,414.3千円

差引 37,750,7千円

項 目 価額（千円）

賃貸収入 0

固定資産税等 277

年間収益 -277

項 目 価額（千円）

家賃収入 10,584

固定資産税等 561

その他経費 1,292

ローン返済 6,360

収益が増加して
老後の生活も安心！
こんないい事はない
ですね！

【事例２】相続税対策をすべきか？やめるべきか？

年間収益 2,371
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改正適用前(令和8年以前、または5年以上保有相続発生)



• 計画前と計画後で次のような差が生じます。

項目 計画前 計画実施後

土地（自宅） 62,060 62,060

土地（所有賃貸住宅） 62,230 62,230

土地（駐車場→賃貸住宅） 62,060 49,027

建物（自宅） 7,000 7,000

建物（所有賃貸住宅） 11,200 11,200

駐車場 賃貸住宅建物                          134,808

その他財産 148,000 88,000

小規模宅地の評価減 ▲49,650 ▲65,840

負債 0 ▲100,000

財産総額 302,900 248,485

◆事例における相続税節税効果－財産評価－
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改正適用後(令和9年以降、5年以内相続発生)でも

老後資金の確保相続対策を実現できる！



財産
348,485千円

土地
建物 賃貸住宅
預貯金
有価証券
みなし相続財産
３年以内の贈与財産
精算課税贈与財産
etc…

債務 3,000千円
借入金

100,000千円
葬式費用 etc…

基礎控除額

30,000千円
＋6,000千円×３人

＝ 48,000千円

課税遺産額

197,485千円

98,742千円 ×30% －    7,000千円 ＝22,622.6千円

  49,371千円 ×20% － 2,000千円 ＝ 7,874.2千円

49,371千円 ×20% － 2,000千円 ＝  7,874.2千円

相続税の総額 38,371千円

1
2

1
4

1
4

【相続税の計算】具体例

相続税の計算イメージ 【相続税の速算表】 法定相続人の取得金額 税率 控除額
～　1,000万円以下 10% －
～　3,000万円以下 15% 50万円
～　5,000万円以下 20% 200万円

～　１億円以下 30% 700万円
～　２億円以下 40% 1,700万円
～　３億円以下 45% 2,700万円
～　６億円以下 50% 4,200万円

         ６億円超　～ 55% 7,200万円

《ステップ①》 課税遺産額を求める。

《ステップ②》
課税遺産額を法定相続分で按分して相続したもの

と仮定して、各人の相続税額を算出する。

《ステップ③》相続税の総額を求める。
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• 事業収益（年間）

• 相続税額比較（一次・二次）

（計画実行前）   

相続税総額（推定額） 57,165千円

（計画実行後）

相続税総額（推定額） 38,371千円

差引 18,794千円

項 目 価額（千円）

賃貸収入 0

固定資産税等 277

年間収益 -277

項 目 価額（千円）

家賃収入 10,584

固定資産税等 561

その他経費 1,292

ローン返済 6,360

収益が増加して
老後の生活も安心！
こんないい事はない
ですね！

【事例２】相続税対策をすべきか？やめるべきか？

年間収益 2,371
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令和9年以降、5年以内相続発生でも

老後資金の確保相続対策を実現できる！



１．生前にやっておく相続対策４つ
（分割・相続税対策・納税資金・老後の生活）

２．持っている資産の棚卸を忘れずに

３．不動産の資産圧縮効果を最大限活用する
⇒安定した収入が確保できれば借入金返済も心配なし

４．変化する時代の流れに合わせて資産の組み換え対策を

５．土地建物を活用した相続対策は高齢期のほうが効果が高い

６．先祖の土地を守ることに固執しないこと

ま と め
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ご清聴ありがとうございました

相続税･所得税･法人税対策を別の視点から見直してみませんか？

〒１６０－００２３
東京都新宿区西新宿１－８－１ 新宿ビルディング６階
TEL：０３－６３００－９５０１
FAX：０３－６３００－９５０２
MAIL：kikuchi@smtt.co.jp 

■賃貸経営に特化した税理士が、次世代への承継に向けて資産形成の見直しの
お手伝いをします
■税金相談では下記の方がご相談できます。

○アパート経営をされている大家さんで法人化などの税金対策を考えられている方
○相続税の基礎控除縮小により相続対策を考えられている方
○相続が発生し相続税の申告が必要な方
○現在の不動産所得の申告に不安のある方
○老後の生活対策として住まいの買換えを検討されている方など
○実家や相続した不動産を売却されて負担する税金が気になっている方

■不動産税務・相続の最前線で数多くの経験を積んだプロの税理士が、相談員
として対応いたします。
■税理士法人スマートシンクでは毎日税金相談を行っています。

mailto:kikuchi@smtt.co.jp
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